
神奈川大学法学研究所 地方自治センター 講演会

【お問合せ先】
神奈川大学法学部

担当：柴田 直子（法学部教授）
〒221-8686 神奈川県横浜市

神奈川区六角橋3‐27‐1
Tel : 045-481-5661(内線4364)
Fax : 045-413-6141

【交通アクセス】
＊東急東横線「白楽駅」下車 徒歩13分
＊横浜駅西口バスターミナルから横浜市営バス

1番乗り場 36・82系統 「六角橋西町」下車
＊横浜市営地下鉄「片倉町駅」より横浜市営バス

2番乗り場 36・82系統 「六角橋西町」下車

少子高齢化社会を迎えた日本において、自治体にすべての課題の解決を
期待することは難しいのが現状です。住民と自治体が協力して地域課題を
解決するための仕組みの必要性が全国的に叫ばれています。このような
中で、島根県の雲南市は、地域内の様々な組織が一緒になって、自主的に
自律的に地域課題を解決していく、「小規模多機能自治」という新しい
仕組みを他に先駆けて生み出し、全国的なネットワークへと発展させて
きました。雲南市で、まさに、この仕組みを作りあげてこられた、地域振
興課の職員の方による講演会です。

予約不要です。どなたでも参加いただけます。

板持 周治
(雲南市政策企画部地域振興課 課長)
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